
所沢市農業委員会委員推薦・募集要項 
 

所沢市では、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）及び所沢市農業委員

会の委員の選任に関する要綱に基づき、所沢市農業委員会委員を募集します。 

 

１ 推薦及び応募の要件 

①農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる方 

②次のいずれにも該当しない方 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの方 

 

２ 任期 

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで（任命の日から３年間） 

 

３ 職務内容 

・農地の権利移動や農地転用、無断転用の防止・解消など農地法等に基づく農業委員会の

権限に属する事項についての活動・審議 

・農地利用の集積化、耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利用の最適化に関する事

項についての活動・審議 

・定例会議（毎月１回）及び農地利用最適化推進委員との合同打ち合わせ会議（毎月１回）

への出席 

・各種研修会等への参加 

 

４ 身分及び報酬 

身分は、所沢市の非常勤特別職員です。 

所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき報酬等を支給

します。 

 

５ 募集人数 

１７人 

「農業委員会委員」と「農地利用最適化推進委員」の両方に応募又は推薦を受けること

ができますが、両方の委員を兼ねることはできません。 

 

６ 推薦及び応募の方法 

①提出書類 

個人（３人）が

推薦する場合 

・所沢市農業委員会委員候補者推薦書（個人用）（様式第１号） 

・所沢市農業委員会委員推薦・応募届出書 

法人・団体等が

推薦する場合 

・所沢市農業委員会委員候補者推薦書（法人・団体用）（様式第２号） 

・所沢市農業委員会委員推薦・応募届出書 

募集に応募す

る場合 

・所沢市農業委員会委員候補者申込書（様式第３号） 

・所沢市農業委員会委員推薦・応募届出書 



②推薦及び応募期間 

令和８年１月７日（水）～令和８年２月１３日（金）（土・日曜日、祝日を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分（郵送により提出する場合は２月１３日の消印有効） 

③提出又は郵送先 

所沢市産業経済部農業振興課（所沢市役所別館）へ提出してください。郵送提出の場合

は、〒359-8501所沢市並木一丁目１番地の１へ郵送してください。 

※ＦＡＸ、電子メールでの推薦及び応募は受け付けできません。 

※提出された書類は返却しませんのでご了承ください。 

 

７ 選考方法 

・所沢市農業委員会の委員候補者検討会議設置要綱に定める所沢市農業委員会の委員候補

者検討会議により選考します。なお、必要に応じて面接を実施する場合があります。 

・選考された候補者については、市議会の同意を得たうえで、市長が農業委員会委員に任

命します。 

 

８ 結果の通知 

結果は、令和８年６月下旬頃に本人宛に通知する予定です。 

 

９ 情報の公表 

推薦を受ける方・推薦する方及び応募した方の情報は、推薦・募集期間の中間と期間終

了後に、提出書類をもとに次の内容を所沢市のホームページ等で公表します。 

なお、住所（所在地）、生年月日、電話番号は公表しません。 

①個別の情報 

・推薦する方の氏名、職業、年齢、性別 

・推薦する団体等の名称、目的、代表者氏名、構成員の人数、構成員たる資格等 

・推薦を受ける方又は応募する方の氏名、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の状況 

・認定農業者であるか否かの別 

・推薦又は応募の理由 

・推薦する方が推薦を受ける方を所沢市農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの

別、又は応募する方が所沢市農地利用最適化推進委員の募集に応募しているか否かの別 

②全体の情報 

・推薦を受ける方の人数及びそのうちの認定農業者の人数 

・応募する方の人数及びそのうちの認定農業者の人数 

 

10 個人情報の取り扱い 

推薦及び応募により取得した個人情報は、保護・管理に十分留意するとともに、所沢市

農業委員会委員の任命にかかる手続き以外の目的に使用することはありません。 

 

【問い合わせ】 

所沢市産業経済部農業振興課（所沢市役所別館） 

電話 ０４－２９９８－９１５８（直通） 

 


